
【体育各部部員】 部活動中の事故等報告と補償申請について

◆まず、以下の 2 点を確認してください。

確認１：競技スポーツセンターに部員登録（部員名簿・部員記録カードの提出）済みですか。

確認２：届け出のある部活動中（練習・試合・合宿、往復中など）の事故・受傷ですか。

事故等報告と「スポーツ安全保険」の申請手続き→受付窓口：競技スポーツセンター

（以下の書類は、競技スポーツセンター事務所にあります）

＊補償の問合せ先：東京海上日動 関東スポーツ安全保険コーナー／０１２０－７８９－０４７

＊詳細：スポーツ安全保険のしおり Webサイト：

https://www.sportsanzen.org/content/images/2hoken/shiori_R1.pdf

「学傷補」の申請 [早大学生補償制度（傷害補償）] →受付窓口：学生生活課

（同一の受傷で「入院」をした場合…スポーツ安全保険に加え、こちらの補償にも申請出来ます）
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元受保険会社「東京海上日動」へ事故速報を送信 競技スポーツセンターから

「学傷補の事故通知書」
を学生生活課へ提出

（申請書類は学生生活課窓口

①競技スポーツセンターへ以下２点の書類を提出

◆「受傷等報告書」→事故日からなるべく早く提出

注意＊必ず当該部長の署名・押印を受けてから提出すること

◆「保険金請求／事故速報」
＊昨年度の事故・受傷は７月末で終了しました。

治療が終わったら、②「保険金請求

書」に必要事項を記入して、団体代

表者証明印の欄（1・2枚目）に競技

スポーツセンターの「承認印」を受

けてください。

③競スポ事務所で「承認印」

を受けたら、直接「東京海上

日動」へ「保険金請求書」を

送付する（補償内容等の質問

は、直接保険会社に連絡）。

元受保険会社

「東京海上日動」から

被保険者宛に

「保険金請求書」が

送付されます

競技スポーツ
センター事務所
へ提出（戸山キャ
ンパス３７号館
＜早稲田アリーナ＞）
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◎学傷補では入院した場合、入院１日から補償
（入院１日につき入院加算金4000円）されます。
（通院については、スポーツ安全保険に申請したら、
意＊上記のいずれのも受傷状況や傷害の内容により補償対象にならない場合（免責）があります。

「医療費給付」 ：早大学生健康増進互助会（学生早健会） →受付窓口：学生生活課

◆「学生早健会の医療費給付」は、上記【１】【２】の傷害補償の対象可否に関係なく申請出来ます。

意＊ただし治療内容によっては対象外の場合があります（詳細は下記 Webサイト参照）。
学生早健会 http://www.waseda.jp/student/hoken/gojyokai/

学問合せ先 : 【１】競技スポーツセンターTel.03-5286-3757 【２】【３】学生生活課 Tel.03-3203-4349

学傷補には重複申請できません） にあります）

◎病院で支払った医療費の
自己負担分（保険診療の
３割負担）に対して一部
が還付されます
（年額上限６万円）。

学生証、病院の領収書（コピー可）
を持参して窓口：学生生活課に申請。
申請期限は受診月の翌月から３ヶ月目の 10 日ま
で。締切は原則毎月 10日（下記 Webサイト参照）
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http://www.waseda.jp/student/hoken/gojyokai/

